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衆
議
院
議
員
福
田
玄
君
提
出
国
鉄
民
営
化
に
係
る
自
民
党
の
約
束
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
の
サ
ー
ビ
ス
改
悪
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
福
田
玄
君
提
出
国
鉄
民
営
化
に
係
る
自
民
党
の
約
束
と
東
日
本
旅
客
鉄
道
の
サ
ー
ビ
ス
改
悪
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
親
切
な
窓
口
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
分
割
民
営
化
の
際
に
、
自
由
民
主
党
が
掲
載
し
た
御
指
摘

の
「
意
見
広
告
」
で
あ
っ
て
、
特
定
の
政
党
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ロ
ー
カ
ル
線
も
な
く
な
り
ま
せ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
分
割
民
営
化
の
際
に
、
自
由
民
主
党

が
掲
載
し
た
御
指
摘
の
「
意
見
広
告
」
で
あ
っ
て
、
特
定
の
政
党
の
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す

る
立
場
に
な
い
。 

 
 

御
指
摘
の
「
廃
線
の
流
れ
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
地
方
路
線
」

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
の
参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
お
い
て
、
斉
藤
国
土
交
通
大
臣
（
当
時
）

が
「
一
部
の
ロ
ー
カ
ル
線
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
口
減
少
や
少
子
化
、
マ
イ
カ
ー
利
用
の
普
及
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化

な
ど
に
よ
り
輸
送
人
員
が
大
幅
に
減
少
し
、
大
量
輸
送
機
関
と
し
て
の
鉄
道
特
性
が
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
て



 

２ 

 

き
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
更
な
る
人
口
減
少
も
予
測
さ
れ
て
い
る
中
で
、
地
域
や
利
用
者
に
と
っ
て
最
適
な
形
で
の
地
域
公

共
交
通
の
維
持
、
確
保
を
鉄
道
事
業
者
の
経
営
努
力
の
み
に
委
ね
る
こ
と
は
限
界
が
ご
ざ
い
ま
す
。
町
づ
く
り
や
観
光
振
興

に
取
り
組
む
沿
線
自
治
体
と
の
官
民
連
携
を
通
じ
た
再
構
築
の
取
組
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
昨

年
、
地
域
交
通
法
を
改
正
し
、
鉄
道
事
業
者
又
は
自
治
体
の
要
請
を
受
け
て
国
が
再
構
築
協
議
会
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
す

る
な
ど
、
制
度
面
、
予
算
面
に
お
い
て
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の
再
構
築
に
向
け
た
関
係
者
の
取
組
を
支
援
す
る
仕
組
み
を
整
え
ま

し
た
。
各
地
域
に
お
き
ま
し
て
、
こ
う
し
た
新
し
い
仕
組
み
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
、
利
便
性
や
持
続
可
能
性
の
高
い
地
域

公
共
交
通
が
実
現
す
る
よ
う
、
国
と
し
て
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ

る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
有
鉄
道
の
分
割
民
営
化
に
よ
り
発
足
し
た
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
日
本
旅
客
鉄

道
株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
九
州
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
（
以
下
「
旅
客
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
に
基
づ
く
「
新
会
社
が
そ
の
事
業



 

３ 

 

を
営
む
に
際
し
当
分
の
間
配
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号
）
等

に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
地
域
の
経
済
及
び
社
会
の
健
全
な
発
展
の
基
盤
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
、
国
鉄
改
革
の
実

施
後
の
輸
送
需
要
の
動
向
そ
の
他
の
新
た
な
事
情
の
変
化
を
踏
ま
え
て
現
に
営
業
す
る
路
線
の
適
切
な
維
持
に
努
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
旅
客
会
社
に
対
し
て
、
同
指
針
を
遵
守
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
指
導
し
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
鉄
道
事
業
者
や
地
方
公
共
団
体
等
の
地
域
の
関
係
者
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
に
お

け
る
今
後
の
公
共
交
通
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
に
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
促
す
と
と
も
に
、
当
該
議
論
の
結
果
を
踏
ま
え
、

当
該
関
係
者
に
対
し
て
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
予
算
面
及
び
制
度
面
で
の
枠
組
み
を
整
備
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
利
便
性
や
持
続
可
能
性
の
高
い
地
域
公
共
交
通
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
鉄
道
事
業
の
再
国
有
化
を
検
討
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


